
岩手県監査委員告示第32号 

 包括外部監査結果の公表（平成24年岩手県監査委員告示第９号）により公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置につい

て、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により岩手県知事から通知があったので、同項の規定により、

次のとおり公表する。 

  平成25年５月10日 

                                          岩手県監査委員 髙 橋   元  

                                          岩手県監査委員 佐々木 大 和  

                                          岩手県監査委員 伊 藤 孝次郎  

                                          岩手県監査委員 工 藤 洋 子  

１(１) 外部監査の種類 

   平成23年度に実施した地方自治法第252条の37第１項及び岩手県包括外部監査契約書第７条に基づく包括外部監査 

(２) 選定した特定の事件（テーマ） 

   公有財産に係る財務事務の執行及び管理の状況について 

(３) 監査委員告示 

平成24年３月９日付け岩手県監査委員告示第９号 

(４) 岩手県知事からの措置結果通知の内容及び受理日 

  包括外部監査の結果に対する措置について 平成25年３月29日 

(５) 指摘事項及び措置内容 

ア 指摘事項 

(ア) 用途廃止の遅れについて 

県の所有地において、市町村道敷地として道路管理者である市町村に使用許可ないし貸付けしている土地が検出された

。 

  （単位：円）   

財産

区分 
所管課 所在地 面積(㎡) 台帳価格(円) 経緯 

行 政

財産 

盛岡地方

振興局林

務部 

八幡平市松尾寄木第１

地割字沼利515番２他 
6,176.13 95,729 

八幡平市の市道（当時村道）拡張計

画に対応し、平成15年10月より無償

使用許可（単年度継続許可） 

普 通

財産 

農林水産

企画室 

八幡平市松尾寄木第１

地割字沼利515番10他 
15,005.00 232,577 

昭和61年４月より道路管理者に無償

貸付 

県の説明によると、いずれの道路敷地も県民の森敷地内を走るバス路線となっている市道であり、道路管理者である八

幡平市に対して使用許可（行政財産）または貸付している、とのことである。 

行政財産は、行政目的を遂行するための物的手段で、直接公の目的に供し、または供することを決定した財産であるか

ら、県が当該道路敷地を行政財産と扱っていることの適否が問題となる。 

この点につき、市町村道に認定された道路は道路法に基づき道路管理者である当該市町村が管理するものであるから、

上記土地の利用を通した県による直接的な行政サービスの提供は実施できない。よって、市町村道の認定に伴い、当該道

路敷地は県による直接的な行政サービスの提供手段でなくなったものと認められ、用途廃止（公有財産規則（昭和39年岩

手県規則第40号）第23条）せず行政財産としているのは不適切である。 

(イ) 公有財産台帳記録の不備について 

公有財産台帳に関して、以下の不備が生じている。 

ａ 異動登録の処理遅れについて 



平成22年度中の建物増減データを査閲したところ、平成21年度以前に異動登録すべき項目が検出された。 

類別 種別 分掌課 財産の名称 増減理由 時期 差引数量(㎡) 台帳価格(円) 

普通

財産 
建物 

農 林 水

産 企 画

室 

旧（社）肉牛生産公

社住田牧場施設14件 

平成21年12月

17日取壊し 
H23.１.５ △2,900.00 △4,998,524 

普通

財産 
建物 

農 林 水

産 企 画

室 

旧（社）肉牛生産公

社住田第二牧場施設

23件 

平成21年12月

11日取壊し 
H23.１.５ △8,160.40 △26,626,400 

これら異動登録の処理遅れは、財産の異動があった時に速やかに通知することを定めた公有財産規則第15条の規定

に抵触しているおそれがある。 

ｂ 土地の除籍処理もれについて 

     公有財産台帳における除籍処理もれの土地が検出された。 

区分 所管課 財産名称 取得価額(円) 土地面積(㎡) 

行政財産 畜産研究所 畜産研究所外山畜産研究室 1,596,900 ― 

イ 措置内容 

(ア) 用途廃止の遅れについて 

     行政財産使用許可を行っていた土地について、平成25年３月１日に用途廃止した。 

     今後、関係機関と連絡調整を図り、同様の事例が発生しないよう努める。 

(イ) 公有財産台帳記録の不備について 

 ａ 異動登録の処理遅れについて 

      関係室課間の連絡不足による遅れであり、平成23年１月５日に異動登録（除籍処理）を行った。 

      今後、速やかな連絡調整により、同様の事例が発生しないよう努める。 

ｂ 土地の除籍処理もれについて 

      当該土地については、国土調査（平成３年）により他の台帳の筆に面積増で整理し、当該土地の台帳面積を０にし、

除籍処理を行っていなかったものである。 

      平成23年11月18日に除籍処理を行った。 

      今後、関係機関と連絡調整を図り、同様の事例が発生しないよう努める。 

２(１) 外部監査の種類 

   平成23年度に実施した地方自治法第252条の37第１項及び岩手県包括外部監査契約書第７条に基づく包括外部監査 

(２) 選定した特定の事件（テーマ） 

   公有財産に係る財務事務の執行及び管理の状況について 

(３) 監査委員告示 

 平成24年３月９日付け岩手県監査委員告示第９号 

(４) 岩手県知事からの措置結果通知の内容及び受理日 

平成23年度包括外部監査の結果に対する措置結果について 平成25年４月５日 

(５) 指摘事項及び措置内容 

ア 指摘事項 

公有財産台帳記録の不備について 

 公有財産台帳に関して、以下の不備が生じている。 

(ア) 異動登録の処理遅れについて 

平成22年度中の土地増減データを査閲したところ、平成21年度以前に異動登録すべき項目が検出された。 



類別 種別 分掌課 財産の名称 増減理由 時期 差引数量(㎡) 台帳価格(円) 

行政財産 土地 盛岡土木部 県営青山アパート 誤びゅう訂正 H22.12.10 1,920.72 94,307,352 

また、平成23年度中の土地増減データ（平成23年７月末までの処理分）を査閲したところ、異動登録の処理遅れが検出 

された。 

類別 種別 分掌課 財産の名称 増減理由 時期 差引数量(㎡) 台帳価格(円) 

行政財産 土地 花巻空港事

務所 

花巻空港 平成19年３月27

日実測 

H23.６.22 1,362.20 36,411,606 

これら異動登録の処理遅れは、財産の異動があった時に速やかに通知することを定めた公有財産規則第15条の規定に抵 

触しているおそれがある。 

(イ) 土地の除籍処理もれについて 

     公有財産台帳における除籍処理もれの土地が検出された。 

区分 所管課 財産名称 取得価額（円） 土地面積（㎡） 

行政財産 花巻土木 学校用地（花巻農業高等学校） 165,562,200 ― 

(ウ) 登録価格の記載誤りについて 

     公有財産台帳に登録する価格の記載誤りが検出された。 

（単位：円）   

種別名称 所管課 財産名称 取得年月 
台帳登録価格

（Ａ） 

本来の登録価

格（Ｂ） 
差異（Ａ－Ｂ） 

行政財産

土地 

岩泉土木

センター 

主要地方道久慈岩泉

線除雪機械等整備 

平成21年３月 183,326,170 331,656 182,994,514 

(エ) 特定事業用財産台帳の記録不備について 

     道路の土地取得台帳（平成22年度取得分）と歳出の会計記録（平成22年度の公有財産購入費）を照合したところ、以下

の記載誤りが検出された。 

（単位：円）   

所管課 財産の名称 土地取得台帳の金額 歳出の会計記録 差異 

遠野土木センター 一般県道遠野住田線１件 19,612,432 19,034,327 578,105 

イ 措置内容 

(ア) 異動登録の処理遅れについて 

     公有財産台帳の異動登録の処理遅れについて、再発防止のため振興局等から財産処分の進達があった都度、財産台帳の

異動手続を行うこととした。 

(イ) 土地の除籍処理もれについて 

     公有財産台帳の土地の除籍処理遅れについて、平成23年11月15日に財産台帳から削除した。 

     今後は、再発防止のため振興局等から財産処分の進達があった都度、財産台帳の異動手続を行うこととした。 

(ウ) 登録価格の記載誤りについて 

     公有財産台帳に登録する価格について、平成23年８月18日に内容を修正した。 

     今後このような誤りが生じないよう、各出先機関に対して注意喚起を行い、再発防止に努めることとした。 

(エ) 特定事業用財産台帳の記録不備について 

     特定事業用財産台帳について、平成23年８月16日に金額を修正した。 

     また、今後このような誤りが生じないよう、各出先機関に対して注意喚起を行い、再発防止に努めることとした。 
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